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巻　頭

　本会は、第63回通常総会を平成30年5月29

日（火）、横浜市西区の横浜ロイヤルパークホテ

ルにおいて開催しました。会員554名（うち本人

出席171名）の出席のもと、事業報告・収支決算、

事業計画・収支予算、経費の賦課及び徴収方法

等の各議案が原案通り可決、決定されました。

また、任期満了に伴う役員改選が行われ、新役

員が決定しました。

　森会長は、冒頭、中小・小規模事業者の景気

回復の足取りを確かなものとするため、行政や

支援機関との積極的な連携に加えて、より細や

かな組合巡回、窓口指導を行い、経営課題への

対応や経営革新につながる事業の開拓、商談会開催などによる販路開拓にこれまで以上に取り組む旨の挨拶を行いま

した。また、当日は来賓を代表して黒岩祐治神奈川県知事、桐生秀昭神奈川県議会議長、新見明久日本銀行横浜支店

長よりご挨拶をいただきました。

　事業計画に盛り込まれた平成30年度に取り組む重点的分野は以下のとおり。

　中小企業が実質的に成長、発展を図るためには、個々の自助努力に加えて、相互の経営資源を補完し合い、共同の力

で経営課題の解決に取り組む中小企業組合を始めとする中小企業連携組織の役割がますます重要となり、それら連携組

織を支援する中央会の社会的役割も増している。

　そこで、本会では、中小企業が新たに直面するこれらの課題はもとより、業界や中小企業連携組織ごとに異なる様々

な経営課題を、日々の巡回訪問や電話・来会相談により、しっかりと把握し、適切な支援施策の活用により課題解決に

向けた支援を実施していく。

　平成30年度も中小企業と中小企業連携組織の振興、発展のため、全力で取り組みを進める。特に、多様な連携グルー

プの結成を積極的に推進し、この中小企業連携組織が取り組む、事業承継、幅広い経営革新につながる挑戦、人材確保・

人材育成、成長するアジア経済を取り込むための海外展開、新技術・新製品・新サービスの開発、商談会開催による販

路開拓を重点支援として実施する。

　本会の支援活動を支える、神奈川県からの中小企業支援予算を積極的に活用し、県内中小企業支援機関・金融機関と

も戦略的な連携を図り、中小企業の皆さまに、より満足していただけることを目標に活動を行う。

　さらに、国の平成29年度補正予算として成立した、6回目となる「平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営

力向上支援補助金事業」を神奈川県地域事務局として引き続き取り組み、「連携」をキーワードに販路開拓・販売促進、

競争力の強化を推進する。

　以上を踏まえ、本会が平成30年度に重点的に取り組む支援分野は、次の5分野とする。

　中小企業連携組織及び中小企業のための
（１）機能強化にむけた支援
（２）設立・創出の推進
（３）成長分野、経営革新及び「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」への取り組み支援
（４）人材の確保と育成の強化
（５）政策提言活動の推進

基本方針

平成成330年年度度事事業業ががススタタート
新役員のもと

平成30年度事業がスタート 本会第63回通常総会開催
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中小企業連携組織及び中小企業のための
１　機能強化にむけた支援

⑴　巡回訪問により組合の抱える問題・課題を把握し、解決にむけた支援を行う。
⑵　専門家による経営相談により、高度な課題につき解決にむけた支援を行う。
⑶　組合等の活性化・事業再構築など新たな共同事業にむけた提案と支援を行う。
⑷　組合等による新たなビジネスチャンス拡大のための商談会の支援を行う。
⑸　ＩＴの活用により、業務の効率化、生産性の向上及び情報発信力の強化を支援す
る。

⑹　組合管理運営・共同事業等の強化を図るための研究会、講習会及び専門家を派遣
する現地指導事業等を活用した支援を行う。

⑺　官公需適格組合制度の活用にむけた活動を支援する。
⑻　県の中小企業支援施策を中核に、その他国等の中小企業施策も積極的に活用し、
支援する。

⑼　県下中小企業支援機関、金融機関等との連携を強化し、ワンストップサービスに
よる中小企業支援を行う。

２　設立・創出の推進

⑴　協同組合、企業組合等の機能・メリットを活かした設立支援を強化する。
⑵　ＮＰＯ、一般社団、一般財団等、組合以外の多様な連携組織の設立を支援する。
⑶　産学公金・農商工・異業種・同業種間など多様な連携により、新たな事業構築を
目指す連携組織の創出を推進し、支援する。

⑷　組織化の拡大に向け、認可行政庁である国・県・市町村及び地域の中小企業支援
機関等との連携を深める。

⑸　中小企業の各種連携組織のＰＲを積極的に行う。

３　成長分野、経営革新及び「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」への
取り組み支援

⑴　環境・エネルギーをはじめ、健康、観光、そして海外展開事業など中小企業が取
り組む成長分野へのチャレンジに支援を行う。

⑵　幅広い経営革新の立案、計画承認からフォローアップの支援を行う。
⑶　「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」の神奈川県事務局として、生
産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う
ための設備投資等のための支援を行う。

⑷　環境経営の取り組みであるエコアクション21の認証取得を推奨、支援するとと
もに、エコアクション２１地域事務局としての活動を推進する。

４　人材の確保と育成の強化

⑴　組合リーダーや中小企業人材の育成支援を強化する。
⑵　組合の傘下中小企業における後継者や事業承継を支援する。
⑶　青年中央会、女性経営者中央会等の関係団体との連携を強化し、人材育成を支援
する。

⑷　神奈川県、労働局等の関係機関との連携による労働環境整備事業への支援を行う。
⑸　地域中小企業の人材の確保を推進する。

５　政策提言活動の推進

⑴　中小企業組合及び傘下中小企業が環境変化に対応するための課題や成長のための
ニーズにつき本会専門委員会等を通じて的確に把握し、国及び地方公共団体等に
対し適時適切な政策提言を行う。

⑵　国及び地方公共団体の中小企業のために措置される経済対策を強力に推進する。

－　重　点　項　目　－

主催者挨拶
森会長

来賓挨拶
黒岩神奈川県知事

来賓挨拶
桐生神奈川県議会議長

来賓挨拶
新見日本銀行横浜支店長
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神奈川県中小企業団体中央会役員名簿
平成30年5月29日現在

会 　 　 長

副  会  長
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専 務 理 事

理 　 　 事
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〃
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〃
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〃

〃

〃

〃

監 　 　 事

〃

〃

役職名 氏　名 所　属　団　体

森　　　　　 洋

坂　 倉　    徹

栗　 原　 敏　 郎

内　 田　　　 了

飯　 島　 文　 男

大 久 保　 慶　 一

水　 野　 堅　 市

西　 村　 明　 夫

永　 井　 良　 和

佐 々 木　 靖　 太

金　 子　 修　 司

山　 本　 知　 宏

渡　 邉　 弘　 一

田 野 井　 英　 雄

岸　 部　 直　 喜

金　 指　 清　 隆

加　 藤　 和　 之

髙　 橋　 秀　 美

髙　 木　　　 宏

石　 田　　　 正

伊　 藤　　　 宏

大　 谷　 新 一 郎

小　 林　 恒　 男

鈴　 木　 信　 晴

堀　 切　 義　 昭

丸　 山　 裕　 司

竹　 中　 伸　 幸

飯　 沼　 健　 史

青　　　 博　 孝

長　 嶌　 達　 夫

黄 金 井　 康　 巳

鈴　 木　 茂　 男

山　 田　　　 隆

古　 澤　 共　 一

山　 田　 勝　 己

伊　 藤　　　 博

柴　 﨑　 安　 弘

豊　 田　　　 猛

広　 田　　　 博

森　　　 勇　 人

吉　 水　 啓　 子

市　 川　 　 肇

江　 森　 克　 治

宗　 村　 隆　 寛

神奈川県石油業協同組合

神奈川県塗装工業協同組合

神奈川県メッキ工業組合

関東地区機械産業協同組合

横浜市下水道管理協同組合

神奈川県建設資材協同組合

ワイ・アール・ピー情報産業協同組合

神奈川県中小企業団体中央会

神奈川県水産物商業協同組合連合会

神奈川県管工事協同組合連合会

横浜市建築設計協同組合

横須賀食肉事業協同組合

神奈川県室内装飾事業協同組合

協同組合ギルダ横浜

神奈川県鉄構業協同組合

県央ガス協同組合

神奈川県建設防水事業協同組合

神奈川県住宅保全協同組合

警備業横浜協同組合

神奈川県防災消防協同組合

神奈川県タクシー厚生共済協同組合

相模原市 LPG協同組合

東京地方税理士協同組合

協同組合横浜マーチャンダイジングセンター

神奈川県工業塗装協同組合

神奈川県綾瀬工業団地協同組合

川崎市ビルメンテナンス業協同組合

神奈川県貨物自動車事業協同組合連合会

神奈川県電気工事工業組合

横浜市綜合パン・米飯協同組合

神奈川県酒造協同組合

箱根温泉旅館ホテル協同組合

横浜港運事業協同組合

横浜化学工業団地協同組合

協同組合高津工友会

神奈川県商店街振興組合連合会

神奈川県内陸工業団地協同組合

神奈川県自動車整備商工組合

神奈川県火災共済協同組合

神奈川県パン協同組合連合会

海老名第一商業協同組合

神奈川県板金工業組合

神奈川県印刷工業組合

横浜市資源リサイクル事業協同組合

特別顧問理事

理 事 長

常任顧問理事

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

会   長

会 　 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理事・相談役

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長

会 　 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長　

理 事 長

理 事 長

理 事 長

理 事 長　

理 事 長

理 事 長

副 理 事 長

理 事 長

会 　 長

理 事 長

副 理 事 長

理 事 長

理 事 長
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組合個別
専門相談
組合個別
専門相談

組合運営に関するよくある
質問に、本会の無料個別専
門相談を担当している、弁
護士、税理士・会計士の先
生方がわかりやすくお答え
します！

組
合
組
合
組
合

第　

 

回

第

回

第　

 

回
9Q AQ A&&

平成30年

◎法律、税務・経理　7 月4 日（水）

午後1時～4時　本会会議室にて

●電話予約をお願いします。　本会 組織支援部 TEL：045-633-5133

■ 次回日程

●通常相談は無料、秘密厳守●

A．「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」に基づく下記のスケジュールをもとに、増税後の消費税の計算
方法を見ていきましょう。

⑴保存方式
　現行の「請求書等保存方式」は取引の相手方が発行
した領収書や請求書の保存を仕入税額控除の要件と
しており、その請求書等に「適用税率」、「税額」を記
載することは義務付けられていません。
　しかし、平成31年10月1日の増税とともに軽減税
率が実施されるため、すべての取引について「適用税
率」、「税額」を区分する必要が生じます。
①区分記載請求書等保存方式
（平成31年10月1日～平成35年9月30日）
　従来の記載事項に加え、請求書等に（イ）軽減税
率の対象品目である旨、（ロ）税率ごとに合計した
対価の額を記載する必要がありますが、売り手に
記載義務はなく、記載がない場合は買い手が追記
することができます。なお、免税事業者からの仕
入れも従来通り仕入税額控除することができます。
②適格請求書等保存方式（平成35年10月1日～）
　適格請求書等発行事業者の登録（平成33年10月
1日受付開始）をした事業者から交付を受けた適格
請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
　適格請求書には①（イ）、（ロ）に加えて、（ハ）発
行者の登録番号、（ニ）税率ごとに集計した消費税
額等を記載する必要があり、買い手が追記するこ
とはできません。
　なお、⑶の期間経過後は免税事業者からの仕入
れを仕入税額控除することはできません。

⑵税額計算の特例（基準期間における課税売上高が
5,000万円以下の事業者のみ）
①売上税額の特例
（平成31年10月1日～平成35年9月30日）
（イ）仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業

を営む事業者は、「仕入総額に占める軽減税率対
象品目の仕入額の割合」を売上高に乗じて軽減
税率対象品目の売上げとすることができます。

（ロ）（イ）以外の事業者は、「通常の連続する10営業
日の軽減売上割合」を売上高に乗じて軽減税率
対象品目の売上げとすることができます。

（ハ）（イ）、（ロ）の計算が困難な事業者（主に軽減税
率対象品目を販売する者が対象）は、売上高の
50％を軽減税率対象品目の売上げとすることが
できます。

②仕入税額の特例
（平成31年10月1日～平成32年9月30日）
（イ）売上げを税率ごとに管理できる卸売業・小売業

を営む事業者は、「売上総額に占める軽減税率対
象品目の売上額の割合」を仕入高に乗じて軽減
税率対象品目の仕入れとすることができます。

（ロ）通常は提出した課税期間の翌課税期間以後に届
出の効力が生ずる簡易課税制度選択届出書につ
いて、提出した日の属する課税期間から簡易課
税制度を適用することができます。

⑶免税事業者からの仕入れ
　適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者か
らの仕入れについては、仕入税額控除できませんが、
導入後6年間は一部の仕入税額控除が認められてい
ます。
①仕入税額相当額の80％
（平成35年10月1日～平成38年9月30日）
②仕入税額相当額の50％
（平成38年10月1日～平成41年9月30日）

　上記の3つにポイントを絞ってご紹介しましたが、
適格請求書等保存方式により、経理税務実務は大幅に
煩雑化します。
　例えば、今までは単に「課税仕入」として処理してい
た一つの取引について増税後は、「相手方が適格請求書
等発行事業者かどうか」、「標準税率と軽減税率のどち
らなのか」を判断する必要があります。
　また、免税事業者は自ら課税事業者を選択し、適格
請求書発行事業者の登録をする必要が出てくることも
あるでしょう。
　事前の準備が重要となりますので、適用時点での最
新の法律と併せて顧問税理士にご相談ください。
○注回答内容は個別の組合の事情によって異なる場合があります。

来年度に予定される消費税の改正が実務に与える影響について説明して下さい。Q.

成
田
公
認
会
計
士
事
務
所

　

所　

長

　

成
田
博
隆 

先
生
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特　集

　平成30年4月20日、2018年版

「中小企業白書」が中小企業庁から

発表された。主な構成として、「第1

部 平成29年度（2017年度）の中小

企業の動向」、「第2部 深刻化する人

手不足と中小企業の生産性革命」の

構成となっている。また、今回はア

ンケート調査結果に併せて、生産性

向上に取り組む企業の事例数を昨年

の倍以上に増量し紹介している。

の

2018年版

「中小企業白書」

概　要
第１部　平成29年度（2017年度）の中小企業の動向

●中小企業の動向

　我が国経済の緩やかな回復基調にあり、これに伴い、経常利益が過去最高水準にあるなど、改善傾向にある中小

企業の景況等を分析する。

●中小企業の構造分析

　我が国中小企業の企業数、従業者数及び付加価値の現状やその変化を、常用雇用者階級と設立年の視点で区別し

て分析する。業歴が長く規模の小さい企業が大きく減少していること、業歴の若い企業が従業員数を大きく増加し

ていること等を示す。

●中小企業の労働生産性

　中小企業の過去10年間の労働生産性の

変化を、従業員数と付加価値の伸び率を

用いて類型化する。従業員数の伸び以上

に付加価値額を伸ばし、生産性を向上さ

せている領域にある中小企業は全体の約

20％を占めている。こうした領域に向か

うために必要となる生産性向上に向けた

取組について分析する。

●中小企業の経営の在り方

　中小企業の経営の在り方が投資行動や経営の取組に与える影響を分析する。中小企業はオーナー経営であること

が多く、長期的な目線による経営ができるというプラスの側面がある一方、取締役の開催や経営計画の策定に取り

組みにくいというマイナスの側面があること等を明らかにする。
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第２部　深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命

●深刻化する人手不足の現状

　中小企業において深刻化する人手不足の現状について概観するとともに、人手不足の状況下での中小企業の対応

について分析する。また、女性・シニア等の潜在的な労働力の掘り起こしに向けた取組についても取り上げる。

●生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し

　設備投資や IT 利活用等の取組を進める上でも、業務プロセスの見直しを行うことで、自社の業務プロセスにお

ける課題を明らかにし、課題に応じた取組を行っていく必要があることを示していく。

●人材活用面での工夫による労働生産性の向上

　限られた人手で業務を回すための人材活用面での工夫について、近年非製造業でも取組が進みつつある多能工

化・兼任化の取組やアウトソーシングの活用、人材育成の取組状況について分析する。

● IT 利活用による労働生産性の向上

　中小企業の IT 導入の課題について確認すると、「効果がわからない」、「コストが負担できない」といった声が多

い。日頃の相談相手である地元の ITメーカ・販売会社等が IT導入を働きかけていくことが重要であることを示す。

更に IT 利活用の効果を高めていく上で、業務領域間のデータ連携（財務会計と給与管理間のデータ連携等）や企業

間のデータ連携を行っていく重要性を明らかにする。

●設備投資による労働生産性の向上

　中小企業の設備投資は、緩やかな増加基調にあるが、足下では設備老朽化を背景とした維持更新投資が中心。省

電力化投資等の生産性向上につながる投資をより一層促進していく必要性について示す。

●M&Aを中心とする事業再編・統合を通じた労働生産性の向上

　事業承継等を背景に、中小企業のM&A件数は

増加傾向にある。M&A は買い手側の中小企業に

とっても、相手先の企業との間で相乗効果を発揮

することで生産性を高める契機となっていること

を明らかにする。

　M&A の相手先を見つけたきっかけとしては、

金融機関等の第三者からの紹介が多く、M&A を

推進していく上でマッチングの円滑化を図る重要

性について示す。

　最後に、中小企業白書には、中小企業経営者に有益な資料、事例が数多く掲載されています。中小企業白書を一読

され、経営の参考にすることをお勧め致します。

資料：三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱「人手不足対応に向けた生産性向上の取組
に関する調査」（2017年12月）

（注）1.「省力化投資」及び「新規投資・増産投資」を実施した者とは、直近3年間で「積極的
投資」または「消極的投資」を行った者を指す。

2. ＩＴ導入を実施した者とは、アンケート上において「企業全体での総合評価として
「ＩＴを導入した」と回答した者を指す。
3.「多能工化」及び「アウトソーシング」を実施した者とは、人手の過不足状況につい
て「大いに不足」または「やや不足」と回答した者であって、かつ「労働人材が不足」
または「労働人材・中核人材とも不足」と回答した者のうち、それぞれの取組につ
いて「取り組んでおり、積極化している」または「取り組んでいるが、積極化はし
ていない」と回答した者を指す。

4.「業務見直し実施企業」とは、「業務の見える化」、「不要業務・重複業務の見直し・
業務の簡素化」、「業務の標準化・マニュアル化」、「業務の細分化・業務分担の見
直し」について一つ以上実施している者を指す。

資料：経済産業省「企業活動基本調査」再編加工
（注）1. ここでいう企業再編行動とは、「事業譲受」、「吸収合併」、「売買による子会社増」をいう。

2. 中小企業のみを集計している。
3. 労働生産性＝付加価値額／従業員数で計算している。
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　平成30年5月15日（火）、相模原事務用品協同組合

が主催する『サガミハラぶんぐ展』が相模原市立産業会

館（相模原市中央区）にて開催されました。当展示会

は、地域住民の方への組合 PR を目的に25周年事業

として実施され、当組合の賛助会員等が最新の文具や

オフィス家具をはじめとした業務効率化を図る商品を

「時間削減」「イライラ削減」「スペース削減」をキー

ワードに展示を行いました。

　最新商品に触れられる機会ということで、約500名

もの来場者で賑わいを見せ、女性限定の文具つかみ取

り等のイベントもあり、来場者を大いに盛り上げまし

た。体験コーナーで使用できる最新の文具は、私たち

が普段抱える不便・不満を解消し、進化したもので、

今までより使うのが楽しくなったり、作業がはかどる

等、使う上で気持ちもプラスになる商品ばかりでした。

　また、文具王として知られる高畑正幸氏が『文具の

歴史と進化　～業務効率ステーショナリーについて

～』をテーマにセミナーを開催し、文具に纏わる様々

な話を聞くことができ、盛況の後、当展示会は終了し

ました。

　神奈川県商店街振興組合連合会（略称：県振連）は平

成30年5月16日（水）、神奈川中小企業センター（横

浜市中区）にて第49回通常総会を開催しました。

　県振連は、県内商店街振興組合の連合組織として活

動しており、県内振興組合の活性化のために各商店街

振興組合が主催する講習会への助成や、神奈川県・全

国商店街振興組合連合会（「全振連」）などから届く商店

街活性化に関する情報発信を行っております。

　総会では、事業報告・決算関係書類承認の件や事業

計画・収支予算決定の件などの議案が原案通り異議な

く可決決定しました。事業計画においては、新たに県

振連のホームページを設け、情報発信力強化を図るこ

と等が決議されました。また、役員改選が行われ、全

役員が引き続き留任することとなりました。

　総会終了後は、中小企業診断士　金子敦彦氏を講師

に招き、「インターネットを活用した商店街・商店の

情報発信のポイント」をテーマとしたセミナーが開催

されました。セミナーでは、商店街のホームページと

個店のホームページのポイントの違いや、SNSの有効

活用方法について説明が行われ、受講者は熱心に聞き

入っていました。

相模原事務用品協同組合

神奈川県商店街振興組合連合会

サガミハラぶんぐ展を開催

第49回通常総会を開催
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中央会トピックス中央中央中央中央中央会トピックス会 ス会 ス会トピックスト ス会トピックス中央会トピックス

　神奈川県中小企業団体事務局長協会は、平成30年4

月25日（水）、東新工業株式会社（横浜市金沢区）にて

企業視察を実施しました。当社は神奈川県メッキ工業

組合の組合員であり、電子接点部品材料のフープめっ

き工場で非常に高い技術に加え節水対策や排気ガス処

理など、環境にも配慮しています。

　冒頭に代表取締役社長の山﨑慎介氏より挨拶があ

り、事業内容を中心とした会社紹介の後、実際の製造

現場を見学し、社員の方々に分かりやすく解説をして

いただきました。また、従業員の方々の元気な挨拶が

印象的でした。

　見学終了後は質疑応答を実施し、技術面や人材育成

等の質問がありました。当社は、「働き方改革」の一環

で社員の有給休暇の取得率が70％を超えていること

に加え、残業時間削減についても取り組んでおり、参

加者は大きな関心を抱いておりました。

企業視察を実施

『中小企業労働事情実態調査』へのご協力をお願いします！
　本会では、中小企業の労働事情を的確に把握し、適

切な労働対策を樹立するための資料とすることを目的

に、「中小企業労働事情実態調査」を実施しております。

　本調査は、昭和39年より毎年全国で一斉に行われ

ており（国内約5万企業を対象）、神奈川県では県内の

1,500事業所を対象に、調査へのご協力をお願いして

おります。

　調査では、現在の経営状況や強み・課題、労働時間、

雇用状況等について、調査票への回答をお願いしてお

ります。（※個々の企業名が公表されることはありま

せん。）

　調査にご協力いただきました企業様には、本会で作

成する報告書を送付させていただいております。（昨

年度の報告書につきましては、本会ホームページから

もご覧いただけます。）

　本年度も、調査をお願いする企業様には、本会より

調査票をお送りいたしますので、回答へのご協力を何

卒よろしくお願いいたします。

　本調査に関しまして、ご不明な点がございました

ら、お気軽にお問合せください。

【お問合せ】　神奈川県中小企業団体中央会

企画情報部　TEL: 045-633-5134

平成29年度報告書 調査票の様式
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2018  4月2018  4月 業界情報業界情報 情報連絡員の声情報連絡員の声

売上高
景
況
天
気
図
（
前
年
比
）

全　

体

製
造
業

非
製
造
業

在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人員 業界の景況

-20.3％

4.3％

-31.4％

0.0％

4.3％

-4.2％

-6.8％

-8.7％

-5.9％

-8.1％

-13.0％

-5.9％

-21.6％

-13.0％

-25.5％

-16.2％

-8.7％

-19.6％

4.3％

4.3％

―

-12.2％

-4.3％

-15.7％

-23.0％

-17.4％

-25.5％

快晴

30以上

晴れ

10～30未満

くもり
10未満　
　～-10

雨
-10超～　
　-30未満

雪

-30以上

【天気図の見方】各景況項目について「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（また
は「悪化」）業種割合を引いた値（KJI）をもとに作成。その基準は次の通りである。ただし、
在庫数量はKJI値プラスの場合には雨、マイナスの場合には晴れの方向に表した。KJIとは、
「神奈川県情報連絡員調査指数」の略である。

※この業界情報は、県下74名の連絡員からの情報をもとにしております。

製　造　業

食

料

品

繊

維

工

業

木
材
・
木
製
品

印

刷

化

学
・

ゴ

ム

窯

業
・

土
石
製
品

鉄

鋼

・

金

属

輸

送

機

器

パ　ン

酒　造

ひもの

テントシート

家　具

製　本

印　刷

石油製品

砕　石

工業塗装

工業団地（横浜市都筑区）

工業団地（相模原市中央区）

工業団地（伊勢原市）

メッキ

金属製品

指定業者（船舶）

大きな変動はないが、4月は対前年給食パン食数ダウンで加
工賃がやや減少した。

平成30年2月の課税移出数量は、特定名称酒合計で前年比
107.6％と前年を上回った。特定名称酒以外の普通酒は前年
比88.9％と前年を下回った。合計では前年比103.5％と前年
を上回る結果となった。

業況は、相変わらず厳しい。

例年になく4月はどこも売上が減少している模様。特に今年
は、年度始まりにしては工事物件等の予算取りの見積も少な
く、物品製造販売等も期末以降あまり伸びず設備稼働率も落
ちているようである。

住宅着工は減少局面が続き、小売、造り込み家具とも、売上
は厳しい。不振が定着し、企業はそれぞれコスト削減工夫を
みせ抵抗力を強めている。また、人件費捻出のため、低採算
の受注も拾うケースがある。

3月の繁忙期を超えて、各社落ちついてきているようである。
GW前の急ぎの仕事も例年並といった所であった。

当組合では総会において、印刷産業がめざす方向性の明確化、
及びその実現にむけた経営革新支援と教育機会の提供等に取
り組むこととした。

今後、自動運転や電気の技術革新により車の構造、作り方、
使い方が劇的に変化し、自動車産業の外側のプレイヤーが進
出してきて、車はハードからソフトへ、車の中から外へ、所
有から利用へ、付加価値がシフトしていくと思われ、適応が
必要である。

年度替り時期が過ぎ、荷動きが落ち着いている。中期需要に
縮み感はないが、運転不足等、人繰り懸念から出荷は若干減
少の方向。

新年度に入り、まだ全体的に動きがにぶい。自動車業界にお
いても人手不足により小型車・中型車の売れ行きが少ない。
大型車についてはある程度希望が持てる。

前年の状況が悪かったため、当時と比較すれば売上の増加は見
られるが、景況が好転している感じはない。

特段の変化、動きは見られない。トラック・バス関連は若干
持ち直しの傾向あり。依然として人手不足感強し。

景気改善の動きはほとんどない。一部仕事量においては、や
や改善の動きもあるが、収支状況好転の力強さはない。

業界全体の景況感にやや活気が出てきたものの、生産額でみ
ると前年同月比は低くなっており、組合員全体に人手不足感
が蔓延し、新卒社員の獲得にも苦労が伴う。

3月度同様に4月度も状況は変わらず、受注は堅調であるが人
材不足は解消出来ていない。

日本船舶輸出組合発表の17年度累計受注は前年比2.1倍の約
995万総トンだった。前年の低迷の反動で大きく増えたもの
の、一昨年の2,018万トンからは半分以下の水準で、年度末
の累計手持ち工事量も過去２番目に低い水準だった。
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非　製　造　業
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小

売

業
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ス

業

商
店
街

建

設

業

運

輸

業

そ

の

他

の

非

製

造

業

菓子卸

卸団地

料理材料卸

リサイクル

新聞販売

青果（横浜市神奈川区）

青果（横須賀市）

電化製品

鮮　魚

燃　料

共同店舗

商店街（川崎市中原区）

商店街（小田原市）

商店街（相模原市中央区）

温泉旅館

建物管理

専門サービス（ダンス教室）

建築設計

ファイナンシャルプランナー

自動車整備

管工事業

畳工事

空調設備工事

道路貨物（横浜市神奈川区）

歯科技工

不動産

小売店、ドラッグストア、売店、全てにおいて、あまり売上
は伸びなかったようである。

次期経営者育成のため、技術経営塾を４月から開講。経営者
に必要な財務、法務、ＩＴ－グローバル等のマネジメントを
実践的に進めていくもので、順調な滑り出しとなった。

売上は昨年と比較し、若干落込んだ模様。人手不足により人
件費（アルバイト・パート）がやはり上昇し、さらに燃料費も
上昇しており、増々利益を確保するのが難しくなってきた。

古紙市況は、輸出価格の下落が続いているが、ダンボール古
紙については、底入れ気配から反騰ムードも出てきており、
中国の古紙輸入枠も段階的に増加しており、輸出回復が期待
されている。

新聞無購読層の増加、新聞折込広告（チラシ）からポスティングへ
のスポンサーの移行が目立つ。

4月売上高は、前年同月対比12.14％の減少。販売価格は低
下したが、消費節約志向が長引くためか売上高が伸びなかっ
た。夏から秋にかけて天候次第では、相場が昨年同様荒れそ
うである。

４月に入り、気温の上昇とともに春らしくなり、仕入荷揃え
は概ね順調な展開であった。しかし総体的には、青果物の慢
性的な需要の低迷が続き、販売には厳しい状況であった。販
売量は前年比103％、売上高は前年比93％であった。

新4K・8K の衛星放送が12月1日より始まるため、テレビの
動きが良くなる見込である。各メーカーがチューナー内蔵モ
デルを実用放送開始までに発表すると（東芝は発表済）見られ
るため、夏商戦に向けて盛り上がると予想される。

漁獲量が不安定な冷凍可能な魚種を買い溜めするので、在庫
量は増え、資金繰りの悪化に繋がっている。しかし、量販店
に客を取られる事は避けたいところである。

4月に入り、中東情勢の危機感、元売会社の輸入コスト増に
より、仕切価格が1カ月間でリットル当たり4円上昇。末端市
場価格も連動し、140円台前半の価格で販売している。販売
数量の落込みは続き、資金繰りも毎月厳しい状況と言われて
いる。

全体的に不景気で、未収金が増加している。

天候が周期的に変わり安定した陽気が続いたが、年度が替わ
り商品の値上げが相次ぎ、買い控えの動きもあった模様。全
体的には何とか売上が良くなった店舗が多かったようである。

4月も比較的温暖な日が続き、観光客など市外、県外からの
来場者により飲食店等は引き続き堅調であった。物販に関し
ては依然として厳しい状態が続いているが、上半期中に近隣
に食料品スーパーが出店することになり、流動客数に変化が
出てくるものと注目している。

4月15日（日）の朝市は雨で中止となり、4月29日（日）に骨董
市を開催した。

ゴールデンウイーク前半の月末があまり良くなかったが、相
変わらず、インバウンドの宿泊客が増となっている。

人材不足が深刻。今後の業務の契約内容に影響があると予想。

4月はカルチャースクール等にとって入会時期でもあるが、
以前程入会者が多いという話は聞こえてこない。

昨今、働き方改革が議論されているが、人材不足と賃金の低
さの影響から、設計業界はかなり遅れている。業務の充実や
報酬の確保等により環境を整えることが必要ではないかと思
われる。

平成29年度の業績は昨年並みの堅調な結果であった。公的機
関（県・市）の委託事業にいくつか参加するも応札条件（経験、
実績が必要）が厳しいこと、県内外の大手団体の参加等の理由
により不調に終わっている。

4月は入庫台数が減少する月ではあるが、予想以上に減少し
ている。廃車も増えているので、買い替えが多ければ良いの
だが、手放す方も増えているのだろう。動向に不安。

公共工事の発注の前倒しや民間の受注量等から、景気動向は、
好転とは言いきれないものの改善方向にあると思われる。た
だし、建設労働に係る技術者不足は否めない状況下にある。

4月に入って新事業が発表され、気持が明るくなったが、依
然として一般関係は苦しい。安売事業者の営業が多少、苦し
くなってきている（関西業者の撤退）。

GWは、連休工事等で動いていたが、5月以降は、人手不足等
で遅れている現場が多く見られた。今後、仕事の流れがわか
らない。

売上高は前年比5％増加。反面、組合全体の組合員の保有台
数、人員はともに減少。特にドライバー不足は深刻であり、
改善の兆しはない。むしろ、大手業界へのドライバーの引き
抜きも散見されている。

歯科業界も不景気と言われて久しいが、勝ち組と負け組に2
極分化してきているように感じる。勝ち組は先進機器をいち
早く導入し、付加価値のある技工物を納品し、取引先に必要
な情報を提供出来ている。

4月に入っても、賃貸の動きは良い。但し、賃料が下がって
いるので契約件数を増やさないと、収益状況は悪化する。5
月連休明けの賃貸契約も確保出来ている状況。売買も低金利
と増税前の駆け込みが順調に動いている。
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ちょっと役に立つ話専務理事の No.10

 

　平成30年5月9日（水）、黒岩祐治神奈川県知事よ

り、中小企業等へのテレワ－クの導入促進について

の要請を本会森会長が受けました。

　中小企業等へのテレワークの導入促進についての

要請は、神奈川県が九都県市（埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいた

ま市、相模原市）を代表し、首都圏の経営者団体（東

京都商工会議所連合会及び本会）に対して行われま

した。

　黒岩県知事より、首都圏では都県を越えた通勤者

が多く、特に神奈川県は都道府県別にみても通勤時

間が長い県として全国１位の状況にある。ワーク・

ライフ・バランスの実現等に向けテレワークの導入

を進めていきたいとし、森会長も会員組合へ広く周

知していきたいと話しました。

　要請内容は下記の通り

・テレワークへの理解を深め、企業の状況に応じて

テレワークの導入を進めること。

・サテライトオフィスの活用も積極的に検討するこ

と。

・テレワークの導入に当たっては、国のガイドライ

ンを参考にして適正な職場環境づくりに取り組む

とともに、従業員に対して十分に周知し、積極的

な活用を働きかけること。

　今回のテーマは「外国人労働者」についてです。

　今、多くの地域では人手不足と人口減少が大きな

問題となっています。この2つを解消する特効薬は

ありませんが、妙薬として外国人労働者の拡大とい

う策はありそうです。

　かつて、バブル経済時代の人手不足への対応で

は、主に日系南米人に「定住者」の在留資格を付与し

「単純労働」の門戸を開いて対応しました。本人も

会社も政府も「出稼ぎ」想定で「いずれ帰国」と思って

いました。が、日本滞在が何年か続くと、日本で家

を購入する人が出てきました。ただ、出稼ぎ想定の

システムは子どもたちが「犠牲」になります。言語習

得と学習面で遅れが出ても、親も政府もいずれ帰国

すると思っているので、放っておかれ、そのまま「大

人」になってしまいます。

　では、どのような制度ならば良いのでしょうか。

政府は「移民」（入国時点で永住資格を付与すること

の意味）は認めないという姿勢は堅持するようで

す。そこで、技能検定２級などを有する技能者には

定住・永住の道を開くという案はいかがでしょう

か。バブルの頃との違いは、単純労働者ではなく熟

練技能者を受け入れるという点です。現在、中華料

理のコックさんや航空機のパイロットなどに適用さ

れる「技能」という在留資格がありますので、この枠

を広げればいいわけです。

　そうすれば、技能実習で技能検定に合格した優れ

た人をずっと雇用できますし、定住すれば人口減少

問題は解消します。今は賃金の大半を母国に送って

いますが、日本で家族を持てば、免許を取って車を

購入したり、アパートを借りたり、家を購入したり、

消費者として地域経済に貢献します。そして日本の

技能力の維持にもつながると思うわけです。

　政府の方でも、最長5年という外国人技能実習生

の期間を満了した外国人を想定して、新たに「特定

技能」なる5年限度の在留資格を新設し、さらにこの

「特定技能」期間を満了し試験に合格した者を対象

に「技能」の在留資格を付与できるようにする構想が

進んでいるようです。

　でも、ステップが多く期間が長期だと、優秀な人

材は「母国も発展しつつある」と言って帰国してしま

います。あまり手数をかけずに受け入れた方が得策

と思われますが、いかがでしょうか。 （西村）

中小企業等へのテレワークの
導入促進についての要請を受理PRRPRRPPRRPPRPPRPRRRPP ひろばひろばPRひろばPRひろば

黒
岩
県
知
事（
右
）と
森
会
長（
左
）
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神奈川県中央会　京都交流会開催のご案内

組合の情報掲載に関するお問合せ先
企画情報部　TEL：045-633-5134　

もしくは組合担当者まで

『商工神奈川』に組合の情報を掲載
しませんか？
★イベントの告知をしたい
★組合の事業を紹介したい
★取材に来てほしい　　　

お気軽にお問合せ下さい！

情報募集

　平成30年9月12日（水）京都で開催される「第70回中小企業団体全国大会」終了後、神奈川県のプレゼンスを

全国に広めると共に、参加者の懇親を深めることを目的として、交流懇親会（立食パーティー形式、芸妓・舞妓

さん招聘）を下記のとおり開催致します。是非ともご参加下さいますようご案内申し上げます。

（「第70回中小企業団体全国大会」の参加募集は別途ご案内致します。）

１．日　時   平成30年 9月12日（水） 18時00分～19時30分
２．場　所   京都ホテルオークラ　　3Ｆ「翠雲」

京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537-4
（地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結。JR京都駅より車で約15分。）

３．参加費   1人 10,000 円（中央会役員は別途徴収済）

主　催：神奈川県中小企業団体中央会

共　催：神奈川県中小企業青年中央会　かながわ女性経営者中央会
　　　　神奈川県中小企業団体事務局長協会

お申込み方法等詳細は下記お問合せ先までご連絡下さい。

お問合せ：神奈川県中小企業団体中央会　業務推進部　TEL：045－633－5131

今月
の逸
品～『かながわの名産

　　　　　　100選』より

編集後記

　梅雨の季節となりましたが、皆様いかがお過

ごしでしょうか。

　すでに気温も高く、蒸し暑さを感じることも

多くなってきましたね。雨の湿気と合わせて熱

中症になりやすい環境となりますので、水分

補給や温度管理を怠らないように気を付けま

しょう。

企画情報部担当者

＃10  神奈川の地酒
13の蔵元がそれぞれ工夫を凝らして、伝統の製法
で日本酒を製造している。
丹沢山系を源とする相模川や酒匂川からの豊かな
伏流水を仕込み水として利用している。
　こちらのコーナーは「かながわの名産100選」より抜粋してい
ます。
　「かながわの名産100選」は県 HP（http://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/）でもご覧になれます。

記事に関するお問合せはこちら
神奈川県  国際文化観光局  観光部 観光企画課

TEL：045-285-0739（直通）
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神奈川県中小企業団体中央会

ビジネスＪネクスト制度のご案内

1 9,400 2010 35

1 8,989 2008 33

1 3,500 2002 26

1 6,800 2000 24

1 6,524 1994 1

1

神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！
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